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盛岡市禁煙治療費補助金のお知らせ 
 

 禁煙治療に要した自己負担額の一部補助を行うことで、治療に伴う経済的、精神的な負担を

軽減し、喫煙や受動喫煙に起因する疾病を予防して市民の健康増進を図ります。 

 

                    記 

 

【内容】 

盛岡市内の禁煙外来または禁煙支援事業協力薬局（以下、「協力薬局」という。）で禁煙治療

を行い、所定の治療をすべて終了し禁煙できた方に対して、治療に要した自己負担額の 2分の 1

を市が補助します。 

 

【対象者】 

盛岡市に住所を有しており、直ちに禁煙をする意思があって、申込時点で禁煙治療を行って

いない方 

 

【補助対象経費】 

①禁煙外来を利用する場合 

  盛岡市内の禁煙外来でかかった医療費や処方箋薬の自己負担額 

②協力薬局を利用する場合 

  協力薬局の薬剤師指導のもと購入する一般用医薬品である禁煙補助薬の自己負担額 

 

【補助率、補助額上限】 

補助対象経費の 2分の 1（補助額上限 禁煙外来：10,000 円 協力薬局 5,000円） 

 

【補助金の交付要件】 

 禁煙外来または協力薬局で所定の禁煙治療を全て終了し禁煙すること 

 

【申込定員】 

 ①禁煙外来 先着 12名 

 ②協力薬局 先着 24名 

 

【申込期間】 

 令和６年 10月１日（火）９時 00分から 11月 29日（金）17時 30分まで（先着順のため定員

になり次第締め切らせていただきます。） 

 

【申込方法】 

 禁煙治療を開始する前に、盛岡市健康増進課に必要書類を提出 

（提出方法：健康増進課窓口、郵送、オンライン） 

 

【留意事項】 

 ・必ず治療開始前にお申込みください。 

 ・１人につき１回限りの補助です。年度内で複数回のお申込みはできません。 

 ・治療を中止した場合、それまでに要した経費は補助対象外になります。 

 

 

盛岡市プレスリリース 
～共に支えあい健やかで心豊かに暮らせる社会の実現を目指して～ 

令和６年９月17日 

盛岡市保健所 

健康増進課 



【問い合わせ先】 

盛岡市保健所健康増進課 

担当：近村（ちかむら） 

藤原（ふじわら） 

T E L：019-603-8305 

 

【参考】 

盛岡市 HP  

広報 ID：1048680 「禁煙治療費補助金」 

広報 ID：1048679 「盛岡市内の禁煙外来医療機関・協力薬局の一覧」 
 

【添付資料】 

 盛岡市禁煙治療費補助金リーフレット 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料：リーフレット 



 


